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石 川県組織規則の一 部 を改正する規則をここに公布する。

平 成三 十 一 年 三 月 二 十 九日

石 川県知事 本谷 正

石 川県規則第十七号

石 川県組織規則の一部を改正する規則

石 川県組織規則(昭和三 十 九年石川県規則第二 十 三 日方) の 一 部 を次のように改正する。

第 三条第五項中「交通政策課及び並行 在来線対策課」 を「交通政策課、並行 在来 線対策課及び開業企画課」に、

「 交 通 政策課長及び並行在来線対策課長」を「 交 通政策課長、並行在来線対策課長及び開業企画課長」に改める。

第 六条第一一 項 の表税務課の項第五号中「 犯 則取締り」 を「犯 則事 件」に改める。

第 六条の二第二項の表中 第 十二 号 を第十三口すとし、 第 四日すから第十一 号 までを一 号 ずつ繰り下げ、 第 三 号 の次に次

の 一 号 を加える。

4 北 陸新幹線の開業 に向けた施策の企画、 調整 及び推進に関すること。

第 七条第一一 項 の表薬事衛生課の項第四号中「 採 血及び供血」を「献血の推進及び採血業」に改める。

第 十五条第一 号 の表税務課(中能 登 総合事務所に限る。) 納税課(奥能登 総合事務所に限る。) の項4 中 「犯 則取締

り 」を「 犯 則事件」に改め、同条第二 号の 表課税課(金沢県税事務所に限る。 ) の項4 及 び不動産取得税課(金沢県

税 事務所に限る。 ) の項2 中 「犯則取締り」を「犯則事件」に改め、同条第六号の表中「米泉町」を「直江南二 丁 目」

に 改め、同条第七号の表石川県県央農林総合事務所の項中「 戸 水 二 丁 目」を「 直 江 南 二 丁 目 」に改め、同条第十号の

表 石川県県央土木総合事務所の項中「泉本町六丁 目」 を「直江南二丁目」に改める。

第 十九条第六項中「県営病院の課にあっては課長補佐、」を削り、同条第八項中「県営病院 の課」 を「中央病院 管

理 局及び高松病院事務局」に改め、「課参事」の下に「及び課長補佐」を加える。

附 則

こ の規則は、平成三 十 一年四月一 日 から施行する。
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湖 、吋 山 治 油相 同 焔 丑「第十二条第七項の出先機関に係る部分を除き、」品川高一」か。

獄 ∞ぬか瀦H畑サ「第十二条第七項における出先機関に係る部分を除き、」晶玉こ か。

瀦 Ehm3胃 E 「門寸「等」時芯こか。

満 =hm号「前六条」礼町「前七条」打将官切か。

獄 。∞冷瀦H泊サ「及び石川県学校職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例(昭和三 十 二 年 石川県条例第三十

九 号。 以 下 「 学 校 職員勤務時間条例」という。 ) 第三 条 第三項本文」品川主?「並びに」品川「及び」打痔$J「及び学

校 職員 勤務時 間条例第四条第一 項 」晶玉一」 が 。

鴻 ghm門寸「前二条」除「前条」一円四片与向日。

鴻 コ山静浦H 畑 門寸「又は学校職員勤務時間条例」品川主?耳冷鴻N泊丑「電報、」品平一-?E山滑油ω 畑 門寸「又は学校

職 員勤務時間条例第十条第一 号 (公民権行使)、第四号(生理日)及び第五号(忌服ご品川歪か。

満 足冷門寸「又は学校職員勤務時間条例第十一 条 第一 項 」め歪が。

満 足冷3N号「又は学校職員勤務時間条例第十一 条 の二第一 項 」時歪が。

滅 コhm滅H畑サ「、電報」品川歪デ「または」吟「又は」一?「すみやかに」品川「速やかに」打尽$dEhmw相N泊件

同庁、) 1汁 ψ ↑ 円四将官守山ω 。

2 職 員 は 、 出張用務を終えて帰庁したときは、速やかに旅行命令権者(石川県職員 等の旅 費に関する条例(昭和二

十 九年石川 県 条例第四号)第四条第一 項 に規定する旅行命令権者をいう。以下この項において同じ。)にその概要

を 口頭で復命するとともに、五日以内に復命書を提出しなければならない。ただし、 上 司に随行した場合又は用務

が 軽易なものであり、かっ、旅行命令権者の承認を得た場合については、復命書を省略することができる。

瀦 叶∞治時何汁3』 μ 三 円四片町ヴ向山。

( 事 務の引 継ぎ)

第 七十八条職員は、休職、退職、勤務替等のため担当事務を離れる場合には、速やかに後任者又は所属長の指定す

る 職員にその事務を引き継ぎ、かっ、その旨を所属長に報告しなければならない。

2 前 項の事 務の引 継ぎは、課長 及 びこれに相当 する職以 上の職にある者並びに出先機関の長 にあっては、 文書 によ

り 行わなければならない。

滅∞ ω ぬ rw加 H 畑サ「応急措置等にあたるため、」312 n「 別 に定める機関に」 品川沿ロ N'Eh p w 加 ω 畑 同OA猟 ω 畑 品川歪が。

浦 田冷繊同泊サ「庁舎管理者」時「出先機関の長」打d「当該庁舎内に勤務する職員」品川「所属職員」打痔tv'E

畑 汁刊川，「嚇品川歪 デEh m滅 N 畑門寸「 庁舎管理者」内「出 先機関の長」 行界 tu'Eh m獄 ω 泊 丑 「 庁舎管理者」品川 「 出 先

機 関の長」一ρ 「 勤務すべき者の所属長に通知しなければならない」品川「当直を命ぜられた職員に通知するとともに、

当 直に服することができるよう措 置しなければならない」打将官YE冷鴻恥泊品川圭?耳冷獄ω 泊 丑 「 所属長は、 相

当 の代直者を定め、庁舎管理者に届け出て、その承認を受けなければならない」時「出先機関の長は、相当の代直者

を 定めなければならない」打将官ゾE泊隊司冷獄品泊什斗向日。

瀦 ∞ohm鴻H泊サ「庁舎管理者」品川「出先機関の長」打将官デEhm獄N泊品川歪?耳冷瀦ω 泊 丑「宿直と」品川「宿直

が 」-HJ「庁舎管理者」品川「出先機関の長」打痔与JE泊品川耳山静滅N泊~は斗向日。

減 ∞∞ぬrNNOA鴻∞匂山静瀦N泊満ム叩丑「庁本一口管理者」品川「出先機関の長」一円四片町叫が。

獄 Ehmw梢 H 叩 丑「電報その他」品川歪か。

獄 窓ぬ川抽制H畑丑「庁舎管理者」品川「出先機関の長」打尽$か。

滅 ミ山静3同匪「め「(引継ぎご↑円四片町び'耳ぬか浦日山畑号「庁舎管理者」め「出先機関の長」打'「または」め「又は」

打 d「引継」品川「引き継」打将官YEhm獄ω 畑 サ「引継」品川「引継ぎ」打将官VO。

国 一回州瀦H瀦同中3山刷費湘掛湾側泊3謹瀦Nh叩サ「(昭和二 十 九年石川 県 条例第四号ご品川芝山いo

国 一」 山 畑瀦 H 判明N中 3糊参議費 削相 湾側泊344何時捕時措3蓋 瀦Hh叩n t 「 地 方自治法」312 円「(昭和二十二 年 法律第六

十 七号ご品辛口 N dE州津線滞期制浮側畑3謹瀦品中号「平成二十四年石川 県 条例第三 十 二号」品川「平成二 十 九年石

川 県 条例第二十八口す」打将官YE議号満=中時滅ロ中~日「'瀦呂 中 時滅= ゅ~日「d獄。中 3N汁打野3H h叩 品川 沿 ロ片山い。

十 自動車重量譲与税法(昭和四十六年法律第九十号)

- 第五 条の規定による自動車重量譲与税 の額の算 定 に用いる資料の提出

国一」期満同 滅 N叩叩見)叫府議親前世庁設 期制内庁側泊見)冊闘将減措3議識。叩同門寸「第十条」品町「第十六条」打田片町ヴJ亙叫m-州

防 相時瀦滞期制判円滑制帰3蓋獄zh叩H f 「第十五条第二 項 」品川「第二 十 一 条 第二項」一円四片町ゾE湘岡潮時4W期滞糊羽海側畑

3 蓋獄ω ー 叩門寸「(昭和三 十 年法律第百六十八号ご尚早一-戸耳蓋獄。叩丑「 ( 昭和二 十 二 年法律第二百十 七日す ご品川歪 ?

E 湘蒋淘帯情滞期制洋側泊3蓮瀦ω ー 叩丑「(昭和三 十 三 年 法律第百四十七号)」品川歪デ耳糊桝側説明帥滞期羽海側畑、)
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蓮 獄Eh叩門寸「採血及び供血あっせん業取締法」品川「 安全な血 液製剤の安定供給の確保等に関する法律」打痔δJ耳蓋

瀦 呂中サ「生活衛生関係営業の運営の適正化 及 び振興に関する法律施行規則」312 n「(昭和三十二年厚生省令第三

十 七号)」停活uwdE蓋満足中号「(昭和四十一 年 政令第三百八十七号ご品川歪デ耳蓋戦州問。中門寸「(昭和二 十 八年法律

第 百十四号ご品川歪戸耳州昨日縄海理期制作対側泊3調糊意違瀦難3蓮滞。中NNOA調糊替ヰ減措同刑判洋側湖δ 議 獄。

叩 サ「美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び環境の保全に係る海岸漂着物等の処理等の推

進 に関する法律」め「美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び環境並びに海洋環境の保全に

係 る海岸漂着 物等の処 理等の推進に関する法律」打将官ゾE州到H 泳 寧繋期制港側畑、)賄珠洲踊滞気)議獄。ー中 号「石

川 県中小企業高度化資金貸付規則」312 H「(昭和田十三 年石 川県規則第十三 号 ご品川吉川グ亘糊盛山内薄慕議片隅繋湘羽

海 側畑3盛山何ゆ困難3蓋繊同 市叩 H f 「第六条の三第二項」312 H「 及び第六条の四 第二 項 」除曽川グ「旅行 業 者等の」

品 川歪デ「登録の拒否」3I2 H「及び第六条第二項(第六条の三 第 二項、第六条の四第二項及び第十九条第三項にお

い て準用する場合を含む。 ) の規定による通知」除湿NdE中N号「 第七条第五項」ゆ「第七条第四 項(第八条第三

項 において準用する場合を含む。)の規定による催告及び第七条第五項」打尽$'「旅行業者等の」時Edd耳中品号

「 第十九条」礼町 「 第 十 九条第一 一 項 」打尽官Y 「 旅 行業者等 の」晶玉 一 」 ? 「 登録の取 消し」3寸打「 並びに同 条第二 項 の

規 定による登録の取消し」除法口UNdE中サ品除。汁了耳中ω門寸「第十八条の三 」 北町「第十八条の三 第 一 項 」打将官ゾ

「 旅 行業者等 の」時歪 ?E中門寸ω命日什「'N3界一n対3LUJVFHu g h内向山。

3 第 十 一 条 の二第八項の規定による勧告及び同条第九項の規定による命令

4 第 十四条の三 第 四項の規定による命令

凶一」 淵 …獄 H W 加 N 中3淵盛山門薄冨恥蒋踏襲期制円滑側泊3盛山開除圃猫3選 別加H h叩一円内庁31汁三円辻= 片 山い。

7 第 二 十 六条第一 一 項 の規定による登録の拒否及び同条第二 項 (第 三 十 七条第三 項 において準用する場合を含む。)

の 規定による通知

8 第 二 十 八条第七項の規定による勧告 及び同条第八 項の規定による命令

9 第 三 十 六条の規定による業 務の改善の命令

山 第 三 十 七条第一 項 の規定による業務の停止の命令及び登録の取消し並びに同条第二 項 の規定による登録の取

消 し

日 第六十四条第一 項 の規定による意見の聴取、同条第二項の規定による通知及び公示並びに同条第三項の規定

に よる処分

ロ 第六十五 条第一 項 の規定による聴聞並びに同条第二 項 の規定による通知及び公示

油 一」 削 m 滅 H瀦Nh叩3M州盛山序伶困難期制作対側畑3謹瀦Hh中同門寸「第五条第一 一 項」31 2 門「(第六条の三第二 項 及び第六

条 の四第二 項 において準用する場合を含む。)」品川吉川グ「旅行 業 者等の」品川圭?「登録」312 H「 及び第五条第二項

( 第六条の三 第二 項 及び第六条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知」隊法ロuグE中N品川対

応 )粁ゆ打痔$制。

2 第 六条の四第四項の規定による登録事項の変更登録

国 一」糊滅H滅Nh叩3湘 甚法 伶困難同柳 川判内庁 側泊3蓋鴻H叩ω円寸「旅 行 業者等の」品川高3d耳明叩 hH f 「 第二十 条」時「 第

二 十 条第一 項 」打痔官ゾ「旅行業者等の」命取一-dd「登録の抹消」3I2 H「及び同条第二 項 の規定による登録の抹消」

品川 温 UW JE叩打開汁31汁三Hugh仰が。

5 第 二 十 五条第一 項 の規定による登録及び同条第二項の規定による通知

6 第 二 十七 条第二 項 の規定による登録事項の変更登録

7 第 三 十八条の規定による登録の抹消

8 第 六十二 条第一 項 の規定による通知

9 第 七十条第一 一項 の規定による報告徴収及び同条第三 項 の規定による立入検査

国 一回州繊同瀦N中3山川盛山内禁事帯同幌市町宮湘掛湾側泊3困蒋棚田法滞3謹瀦Hh叩H門寸「通訳案内士」品町「全国通訳案内士」

一 nd「抹消」品川「取消し等」行界tud耳中N品町野3」 UJU一円四片町げが。

2 第 二 十六条の規定による全国通訳案内士の登録の消除

国一 」山 畑瀦H瀦Nh叩見)山畑困粟盟渋滞湘相円滑川判泊3蓮判明Hh叩H門寸「通訳案内士」時「全国通訳案内士」一円四片町ゾ耳山別職非

凡 六回開設期制内庁側泊3澗糠得減措3議瀦∞中丑「農村地域工業等導入促進法」ゆ「農村地域への産業の導入の促進等に

関 する法律」一円四片町ゾE華滞。叩苛「 農業災害補償法」品川「農業保険法」打痔$d 耳明叩 H 晶玉ニデEh叩Nf「 第四十

三 条 第二項」め「第五十八条第二 項 」一?「定款」め「定款等」打痔$dE叩門寸N品川同 什 「dωM705M附」リ品川歪?

E 叩= 骨 「第百四十二条の二 」 め「第二百八条」打痔 $J「 及 び検査 」め歪 ?耳中tHHめN~川「〆NG)界一門野31汁
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b 同 相 同 問 ω 円 相 ω 」 4 N由 回(ゆ爾司 ) 剖 期 ミ主緬 bラ 加々

J v一円〕守口U仰向日。

3 第 二 百 九条第一 項 の規定による検査

油一 」叫 州 瀦H瀦N中3山川瀬非 凡 プ 岡 嬰期制作津川判泊3瀬川 祢 相時滅剛湘3謹獄。中日日門寸「第百 四 十二 条 の一一ご 品川 「 第 二 百 九 条第二

項 」↑円四片町びJ司中門寸HNWAH什「dE中ロサ「第百四十二 条 の四」品川「第二 百 九条第三 項 」打熔芯J司中門吉ω品川印什「d

E h叩エサ「 第 百四十二 条 の五第一 項 」品川「 第 二 百 十条第一一 項 」打将官ゾE叩号EW⑦什「dE中日目門寸「第百四十二 条

の 五第二 項 」品川「第二 百 十条第二 項 」打将官YE叩号5品川吋 什 「dE叩Ef「 第 百五十条の二 第 一 項 ただし書」時

「 附 則第二 条 第 一 項 ただし童 三 打将官YE中門寸忌め∞什了耳蓋滅呂 中 号「農業災害補償法施行令(昭和二 十 二 年 政

令 第 二 百 九十九号」時「 農 業保険法施行 令 (平成二 十 九年政令第二 百 六十三 号 」打将官ゾE叩Hf「 第 二 条 の四第一

項 」め「第十八条第一 項 」打将官YE淵瀬糠痔瀦滞期制作庁側泊3蓋鴻σ 叩 丑 「 農 業災害補償法」品川「 農 業保険法」打

痔 $JEh叩同門寸「第三 十 条第四項」め「 第 三 十 六条第四項」-HJ「模範定款例」品川「模範事業規程例」打痔δJ耳蓋

潤 吋 ー 叩H門寸「第九条第二 項 」品川「 第 十 二 条 第 一 項 」打痔$'耳山川瀬詳N六回 附 密閉朝刊対側泊3帥同問詩箇剛湘3蓋獄∞叩品川歪

? E議号満m w 中 時獄∞中~川了獄呂中日70w加巳中川 付 」リ品川回中斗μ O諮 。 1 E 戸耳叫州油井ケ陶 器 期制 作 府側川畑q u 冊細 川 祢 桝髄

剛 湘3蓮繊同中ωlu「 第 三 十 六条第八項」吟「第三 十 六条第九項」打尽$'司叫州滴糠刈品川剛湘刑判港側畑3蓮瀦品中H号

「 第 八条」品川「 第 十七条」一円四将官ゾE蓮浦日ー中 旬号「第五条第三 項 」品川「 第 五条第四項」打尽官ゾ亙糊汁法器削網開対

側 泊3勢卦叫十 困難3 蓮瀦同中サ「 都 市計画法」31 2 什 「 ( 昭和四十三 年 法律第百口すご停泊ロ UW JE糊綿織肝抗措湘相円滑

川 判 泊3議鴻H中サ町内呂町「J自品川N∞什「JN印品川町什「J巴品川N⑦什「JNω品川N印什「JNN品川区什「JNH品川Nω什「JNω3

韮 F 門 野 3 1汁 叩 V FHu g u仰 向日 。

辺 第八十五条第六項に規定する仮設興行場等の設置 期 間の特例の許可

国一 」 糊 瀦 H 瀦 Nh叩見)山 畑 綿織南川 町 滞期制判円滑川判泊見)蓮瀦H中4uNO 品 川N日付デE品川NO 什 デ -∞ 品 川HC什デコ品川H∞ 什 「d日⑦品町

コ ~川「J目品川E~川「Jエ品江田~川「Jロ品川区~川「Jロ品川口~川「Jロ品川巳~H「J呂品川口~川「J。品戸。~H「J∞品川匂什「d

寸 時∞~H「J。品川、吋什「J日時。~H「JEh叩ムサ「 第 四十三 条 第 一一 項 ただし書 」 時「第四十三 条 第二 項 第 二 号 」打田片

町 VJE叩号ム即日什「dω3E打開汁3Lハ J V一円〕吉川内向日。

4 第 四十三 条 第二 項 第 一 号 の規定による建築物の敷地と道路の関係に係る建築の特例の認定

出 一」糊獄N市中匪沖薬理3湘淋箇3畑号満m w 叩 叩品町恐一」 ?潤Hch叩品川潤∞叩~川「d満ニ叩U70滅呂中川 内 」け，品町Hh叩斗μ 心 掛和。1 庁

弓 d E山畑瀬診山町制 縦 割期3畑滅ω中骨「(昭和二 十 七年法律第二 百 三 十 九号)」品川歪デ司中H門寸「旅行業者等の」時

歪 アE削府系蒋型湖、)畑獄。中号「 ( 昭和四十五年法律第十九号ご時歪デ耳畑瀦=中号「 ( 昭和三 十 三 年 法律第七

十 六号ご品川歪デ亘対沸詳秀吟例制湖沼町剛3泊獄ω中Nf「第五十四条第一一 項 」時「 第 三 十 六条第一 項 」行界t v' 耳

畑 滅エ中Hサ「 、 ウズラ」時歪?E糊汁法務吟側線車湘3泊瀦ω中サ「 ( 平成十二 年 石川県条例第七口すご品川歪?

E H同鞘当相叩丑「 ( 平成九年石川県条例第五号ご品川高一丙v。

豆 四一」

μ 3辿一吾Ed川 明 白神ωHh相ム」4HEM70高 4 4斗向日。

剖 三洞叫=珍酬請ω 訓

司?

神
丑 ~薄落E  

削 ヱ 一 清治掛油開(司副判明 白ωω雨明削ヱ 一 満開三一 今 司獄。中)3l 書 札町内汁3Lハヨ n 痔 H J寸 向日 。

H 有 国押出雨明ω油呂田

削 三 一 清 宮制裁判湖

国 一回州瀦H瀦N中3州汁決裂期制作府側泊3憾檎舟山 間 滞3謹獄H市中日∞丑「第六十七条の三 第 三 項 第二 号 」め「第六十七

条 第三 項 第二 号 」一円四片町ゾ亙中5 4 U 「 第 六十七条の三 第 五項第二 号 」品川「 第 六十七条第五項第二 号 」打痔芯JEh叩NO

門 寸「第六十七条の三 第 九項第二 号 」時「第六十七条第九項第二 号 」打将官YE州綿織問的難湘朝刊府側泊3謹瀦同中N

4 「 第 八十七条の二 」 品川 「 第 八十七条の四」行界官YE中E f 「又は第五項第三 号 」時「 、 第 五項及び第六項第三 号 」

打 痔$J耳中日門寸「 第 八十六条の八第一 項 」31 2 n 「 又 は第八十七条の二 第 一 項 」品川誼uグ「同条第三 項 」品川「第八

十 六条の八第三 項 (第八十七条の二 第 二 項 において準用する場合を含む。)」打将官ゾE叩N∞号「 第 八十六条の八第五

項 」3I 2 H「 ( 第八十七条の二 第 二 項 において準用する場合を含む。 ) 」ゆ曽川内J耳叩N匂門寸「 第 八十六条の八第六項」

3 1 2 H「(第八十七条の二 第 二 項 において準用する場合を含む。 ) 」除湿upE叩打開汁a h三 円曽川内向日。

叩 第八十七条の三 第 六項の規定による特別興行 場 等(用途変更)の設置期間に係る特例の許可

出 ニ淵瀦∞川 庁 U 弁 普勝ゆ側誠司布市剛3畑潮合唱Hf「 第 八十七条の一ご 品川 「 第 八十七条の四」一円痔$〆耳叩一円同庁3』川三円社口

同
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えるo

<.D 華民く十-¥J点s'111撚川郡阿'白線同官、e早翌四:d..L61{<l足当桔敏!と感謝ヤ ca::姻制匹<) S'~と恵s'村~ja
附 則

この訓令は、平成31年4月 1日又は建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)の施行の日のいずれ

か遅い日から施行する。

石川県訓令第4号

庁

出

中

先 機

般

関

グ、ルーフ。制に関する運営規程(平成17年石川県司11令第11号)の一部を次のように改正する。

平成31年 3月29日

石川県知事 谷 本 正 憲

別表第 1企画振興部の部企画課の項中 「企画ク。ループJの次に 「、開業企画グ、/レープJを加え、同表新幹線・交通

対策幣室の部に次のように加える。

|開業企画課 |開業企画グループ

別表第 1観光戦略推進部の部国際観光課の項中 「欧米誘客戦略グ、ループ」を 「欧米豪誘客戦略グループ」に改める。

附則

この司iI令は、平成31年 4月 1日から施行する。

.&. 
Eヨ 刀て

石川県告示第125号

石川県財務規則の規定による癖の名称及び位置(昭和39年石川県告示第191号)の一部を次のように改正し、平成

31年4月 1日から施行する。

平成31年 3月29日

石川県知事 谷 本 正 憲

表中 II石川県県央農林総合事務所 |金沢市戸水 2丁円 I Jを II石川県県央農林総合事務所

|金沢市直江南 2丁目 I Jに、II石川県県央土木総合事務所 |金沢市泉本町6丁目 I J 

を II石川県県央土木総合事務所 |金沢市直江南 2丁目 I Jに改める。
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